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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の人の各々の少なくとも１つの生理的パラメータ及びある領域内での動きを捕捉し
て観察する方法であって、
　前記領域を場所識別子を有するアクセスステーションを各々が有するセルに分割するス
テップと、
　各自の器具を用いて各人の生理的パラメータを少なくとも間欠的に測定して各測定に対
して少なくとも１つの生理的パラメータ測定値を得るステップであって、前記生理的パラ
メータが前記人がある生理的状態を有しているかを示し、器具の各々が器具識別子を有す
るステップと、
　前記人について個々に決定される生理的パラメータ補正係数で前記器具の各々にて前記
生理的パラメータ測定値を調整するステップと、
　前記生理的パラメータ測定値が得られる前記器具のそれぞれの器具識別子、前記生理的
パラメータ測定値が得られるセルのそれぞれの場所識別子、及び前記生理的パラメータ測
定値が得られる時刻に、少なくとも選択された数の前記生理的パラメータ測定値の各々を
関連付けるステップと、
　前記生理的パラメータ測定値が所定の生理的パラメータ閾値未満の所定の送信閾値を上
回った場合にのみ、当該関連付けられた生理的パラメータ測定値、器具識別子、場所識別
子、及び時刻を、前記アクセスステーションの各々から遠隔制御装置まで送信するステッ
プと、を含み、
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　前記遠隔制御装置によって、
　前記生理的パラメータ測定値を前記所定の生理的パラメータ閾値と比較して、前記人が
ある健康状態を有しているかを判定するステップと、
　関連付けられた生理的パラメータ測定値、器具識別子、場所識別子及び時刻を記憶する
ステップと、
　前記人が前記健康状態を有している場合に、少なくとも１の他人のデバイスの各々から
取得された少なくとも１つの生理的パラメータ測定値に関連付けられている時刻及び場所
識別子と、前記人のデバイスの各々から取得された少なくとも１つの生理的パラメータ測
定値に関連付けられている時刻及び場所識別子とを照合するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記人が前記ある健康状態にあると判定される場合に、前記生理的パラメータ測定値に
関連付けられた前記器具識別子及び前記場所識別子を用いて前記人を識別してその位置を
示すステップをさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記照合するステップにおいて一致がある場合に、前記少なくとも１の他の人が前記健
康状態を有すると判定された前記人の物理的近傍にいたと識別するステップと、
　を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記所定の生理的パラメータ閾値が個別に設定されることを特徴とする請求項１乃至３
のいずれか１つの記載の方法。
【請求項５】
　前記所定の生理的パラメータ閾値は、方程式Ｔ＝μ＋ｋσを用いて計算され、Ｔは前記
所定の生理的パラメータ閾値を表し、μは所定数の前記生理的パラメータ測定値の平均値
を表し、ｋは３までの正の数を表し、σは前記所定数の前記生理的パラメータ測定値の標
準偏差を表すことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記生理的パラメータ測定値を他の所定の生理的パラメータ閾値と比較して、前記人が
前記器具を適切に装着しているかを判定するステップをさらに含むことを特徴とする請求
項１乃至５のいずれか１つに記載の方法。
【請求項７】
　前記人が前記器具を適切に装着していないと判定された場合、前記生理的パラメータ測
定値に関連付けられている前記器具識別子及び場所識別子を使用して前記人を識別してそ
の位置を示すステップをさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　複数の人の各々の少なくとも１つの生理的パラメータ及びある領域内での動きを捕捉し
て観察するシステムであって、
　遠隔制御装置と、
　前記領域内で空間的配置において設けられて前記領域をそれぞれのセルに分割する複数
のアクセスステーションと、
を含み、
　前記アクセスステーションの各々は、場所識別子を有し、前記制御装置に接続されて、
第１の人に取付けられた少なくとも１つの生理的パラメータ測定器具から生理的パラメー
タ測定値及びそれぞれの器具識別子を受信し、前記受信した生理的パラメータ測定値及び
前記器具識別子をその場所識別子とともに前記制御装置に送信し、
　前記器具は、前記物理的パラメータ測定値を調整して前記第１の人について個々に決定
される生理的パラメータ補正係数を盛り込み、前記生理的パラメータ測定値が所定の生理
的パラメータ閾値未満の所定の送信閾値を上回った場合にのみ、前記生理的パラメータ測
定値及び個別の器具識別子を送信し、
　前記制御装置が、前記生理的パラメータ測定値を前記所定の生理的パラメータ閾値と比
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較して、前記第１の人がある健康状態を有しているかを判定し、前記生理的パラメータ測
定値、器具識別子、場所識別子、及び前記生理的パラメータ測定値が前記器具によって取
得された時刻を第１の記録内に保存し、少なくとも１人のその他の人の異なった器具識別
子を有する少なくとも別の記録の日付、時刻及び場所識別子を前記第１の記録の日付、時
刻及び場所識別子と照合して、一致があれば少なくとも１人のその他の人が前記第１の人
の物理的近傍にいるということを識別することを特徴とするシステム。
【請求項９】
　前記制御装置がさらに、前記生理的パラメータ測定値と関連する前記器具識別子及び前
記場所識別子に対応する情報を提供し、前記第１の人が前記ある健康状態にあると判定さ
れる場合に前記第１の人を識別して位置を示すことを特徴とする請求項８に記載のシステ
ム。
【請求項１０】
　前記所定の生理的パラメータ閾値が、前記第１の人に対して個別に設定されることを特
徴とする請求項８または９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記器具が、前記所定の生理的パラメータ閾値を方程式Ｔ＝μ＋ｋσを用いて計算し、
Ｔは前記所定の生理的パラメータ閾値を表し、μは所定数の前記生理的パラメータ測定値
の平均値を表し、ｋは３までの正の数を表し、σは前記所定数の前記生理的パラメータ測
定値の標準偏差を表すことを特徴とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記制御装置が、前記生理的パラメータ測定値を他の所定の生理的パラメータ閾値と比
較して、前記第１の人が前記器具を適切に装着しているかを判定することを特徴とする請
求項８乃至１１のいずれか１つに記載のシステム。
【請求項１３】
　前記制御装置が、前記第１の人が前記器具を適切に装着していないと判定した場合に、
前記第１の人を識別してその位置を示すために、前記生理的パラメータ測定値に関連付け
られた前記器具識別子及び前記場所識別子に対応する情報を提供することを特徴とする請
求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記制御装置が、前記第１の人が前記器具を適切に装着していないかまたは前記ある健
康状態にあるかのいずれかと判定された場合に、警告メッセージを生成し、前記警告メッ
セージが前記場所識別子及び前記器具識別子に対応する情報を含むことを特徴とする請求
項１２または１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記警告メッセージは、前記制御装置が接続可能である通信ネットワークを介して所定
の受取人に送信されることを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記通信ネットワークが、公衆通信ネットワークであることを特徴とする請求項１５に
記載のシステム。
【請求項１７】
　請求項８に記載のシステムであって、前記生理的パラメータ測定器具が、
　変換器と、
　送信器と、
　受信器と、
　前記変換器、前記送信器及び前記受信器に接続されているプロセッサと、
を含み、
　前記プロセッサは、前記変換器を制御して人の生理的パラメータを少なくとも間欠的に
測定し、前記測定された生理的パラメータに対応する測定値を調整して前記人に対して個
別的に判定され生理的パラメータ補正係数を盛り込み、かつ、前記測定値が、前記人があ
る健康状態を有しているかを判定するために予め定められた所定の生理的パラメータ閾値
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未満の所定の送信閾値を上回った場合にのみ、前記送信機を制御して前記測定値を送信し
、
　前記生理的パラメータ測定器具がさらに、
　第１の部分と、
　第２の部分と、
　前記第１の部分と前記第２の部分との間を接続している可撓性中間部分と、
を有する筐体を含み、
　前記プロセッサ、前記送信器及び前記受信器が前記第１の筐体部分に収容され、前記変
換器が前記第２の筐体部分で支持されることを特徴とする生理的パラメータ測定器具。
【請求項１８】
　前記器具が体温計であることを特徴とする請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記第１及び第２の部分が互いの方へ屈曲可能であって、衣類の一部に引っかかるＵ字
形の器具を画定し、前記変換器が人の腹部と接触してそこで体温を測定することを特徴と
する請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記プロセッサが、方程式Ｔ＝μ＋ｋσを用いて所定の生理的パラメータ閾値を計算し
、Ｔは前記予め定められた生理的パラメータ閾値を表し、μは予め定められた数の前記生
理的パラメータ測定値の平均値を表し、ｋは３までの正の数を表し、σは前記予め定めら
れた数の前記生理的パラメータ測定値の標準偏差を表すことを特徴とする請求項１７乃至
１９のいずれか１つに記載のシステム。
【請求項２１】
　請求項８乃至２０のいずれか１に記載のシステムであって、前記制御装置が、少なくと
も１の選択されたアクセスステーションを介して指示を放送することで、前記デバイスに
、前記デバイスの識別子及び測定された生理的パラメータ測定値を送信するように指示し
、前記指示は、前記少なくとも１の選択されたアクセスステーションのサービスエリア内
の全てのデバイスによって受信可能であることを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ある領域内の一群の人々の動きを追跡し、一群の中の１人がある健康状態を
有することが検出されると、その人の位置が示されるようにする方法及びシステムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）は伝染病である。ＳＡＲＳに感染した疑いがある人
々を、緊急に特定し、所在を確認し、隔離して、病気が他の人々に拡がることを阻止する
必要がある。ＳＡＲＳの症状のうちの１つは発熱である。従って、人々の体温を観察して
、彼らが熱が出るかどうか、即ち発熱しているかどうかについて判定することが重要にな
ってきた。
【０００３】
　該して、オフィスビルまたは病院といった建物を訪問している人々は、建物の入口で自
分たちの体温を測ることが求められる。特定の人の体温が予め定められた閾値より上であ
る場合、その人は建物に入ることを禁じられて、代わりに医者の診察を受けるよう要求さ
れるかもしれない。このような１回だけの体温測定は理想的ではないかもしれない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば、ある人は建物に入るときに、平熱であるかもしれない。しかしながら、その人
は建物に入った後に熱を出すかもしれない。そして、その人がＳＡＲＳウイルスにかかっ
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ていて何時間も建物にとどまった場合、その人は建物内の他の人々にウイルスを感染させ
て病気をうつすことになりかねない。かかる状況は、ＳＡＲＳに感染した人々の大集団を
生じて、重大な健康への脅威を引き起こすかもしれない。
【０００５】
　１回だけの体温測定が理想的でないもう１つの理由は、誰もが全く同じ体温であるわけ
ではないからである。人の平熱は、年齢、性別、最近の活性、食べ物及び水の消費、時刻
、その他、さらに、女性については月経周期の段階、に依存して変化する。同様に、ある
特定の時間の人の体温は、体の様々な部分で測ると変化する。平熱は、３６．５℃から３
７．２℃までさまざまである。しかしながら、３７．８℃の閾値がしばしば用いられて、
人に熱があるかどうかが判定される。人口の約５％は通常の範囲からはずれる体温を有し
ていることは公知であるので、このような固定された閾値を用いることは理想的ではない
。人に熱があるかどうかを測定する単一の固定された閾値を用いることは、その範囲の熱
より高い体温を有する人々に熱があるという間違った診断を生じさせ、よってそれらの人
々に不要な迷惑と苦痛を生じさせるだろう。より悪いことは、このような固定された閾値
を用いることがその範囲内の熱より低い平熱がある人々の熱を検出することができないか
もしれないということである。換言すれば、熱の本当の症例が検出可能でないかもしれな
い。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の１つの態様によれば、少なくとも１人の人の少なくとも１つの生理的パラメー
タ及びある領域内での動きを捕捉して観察する方法が提供される。該方法は、該領域をそ
れぞれ場所識別子を有するセルに分割するステップと、各人に各人の少なくとも１つの生
理的パラメータを測定する各自の器具を提供するステップを含む。該生理的パラメータが
その人がある健康状態にあるかどうかを示す。各々の器具は器具識別子を有する。該方法
は、各自の器具を用いて各人の生理的パラメータを少なくとも間欠的に測定して各測定に
対する生理的パラメータ測定値を得るステップさらに含む。該方法はまた、該生理的パラ
メータが得られるセルのそれぞれの場所識別子及び時間によって、該生理的パラメータ測
定値の選択された数の各々を少なくとも選択された数の該器具のそれぞれの器具識別子と
関連させるステップ含む。該方法は、該関連する生理的パラメータ測定値、器具識別子、
場所識別子及び時間を記憶するステップさらに含む。
【０００７】
　該観察が遠隔場所から実施されてもよい。該方法は、次に、該関連する生理的パラメー
タ測定値、器具識別子、場所識別子及び時間を該遠隔場所に送信してそこで記憶させるス
テップを更に含んでもよい。
【０００８】
　１つの実施例によれば、ある領域をセルに分割するステップは、建物の様々な場所にア
クセスステーションを配置することを含む。アクセスステーションの各々は、場所識別子
として機能するそれぞれのステーション識別子を有する。該器具が生理的パラメータ測定
値を得ると、該器具はそれぞれの器具識別子とともに該測定値を送信する。該器具がある
セル内にある場合、該セルのアクセスステーションは該測定値及び該器具識別子を受信し
て、それらをそれぞれのステーション識別子と関連させることができる。該アクセスステ
ーションは、その次に、該関連する測定値、器具識別子、ステーション識別子を遠隔制御
装置に送ってそこで記憶させる。該遠隔制御装置はさらに、該アクセスステーションから
受信した該測定値、器具識別子及びステーション識別子と時間を関連させる。時間は、ま
た、日付を含んでいてもよい。本発明の本実施例は、後に詳述される。
【０００９】
　該方法は、該生理的パラメータ測定値を第１の予め定められた生理的パラメータ閾値と
比較してその人が適切に前記装置を装着しているかどうか判定するステップをさらに含ん
でいてもよい。このような場合には、該方法は、その人が適切に器具を装着していないと
判定される場合に、生理的パラメータ測定値と関連する該器具識別子及び該場所識別子を
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用いている人を識別して位置を示すステップを更に含んでいてもよい。
【００１０】
　該方法は、また、該生理的パラメータ測定値を第２の予め定められた生理的パラメータ
閾値と比較して、該人がある健康状態にあるかどうかを判定するステップをさらに含んで
いてもよい。このような場合には、該方法は、前記人が前記健康状態にあると判定される
場合に、該生理的パラメータ測定値に関連する該器具識別子及び該場所識別子を用いてい
る人を識別して位置を示すステップを更に含む。第２の予め定められた生理的パラメータ
閾値が、個々に予め定められてもよい。
【００１１】
該方法は、該人に対して個々に判定される生理的パラメータ補正係数によって該生理的パ
ラメータ測定値を調整してから該調整された生理的パラメータ測定値を該第１または該第
２の予め定められた生理的パラメータ閾値と比較するステップを含んでも良い。
【００１２】
　該方法は、少なくとも１人の別の人のそれぞれの器具から測られる少なくとも１つの生
理的パラメータ測定値に関連する時間及び場所識別子を該識別されて位置を示された人の
該時間及び場所識別子と一致させるステップと、一致する場合に該他の人が該識別されて
位置を示された人の物理的近傍にいたと識別するステップと、をさらに含んでもよい。
【００１３】
　本発明の他の態様によれば、上記した実施例による方法を実施するシステムが提供され
る。該システムは、該領域内の空間的配置において提供される遠隔制御装置及び２以上の
アクセスステーションを含む。かかる構成は、それによって該領域をそれぞれのセルに分
割する。各々のアクセスステーションにはそれぞれのステーション識別子があり、該制御
装置に接続されていて、第１の人に取付けられた少なくとも１つの生理的パラメータ測定
器具から生理的パラメータ測定値及びそれぞれの器具識別子を受信するようになされる。
該アクセスステーションは、そのステーション識別子とともに該受信された生理的パラメ
ータ測定値及び該器具識別子を該制御装置に送信する。該関連する情報及び生理的パラメ
ータ測定値が該器具によって取得される時間が該遠隔制御装置において第１の記録に記憶
される。
【００１４】
　該制御装置が用いられて、該生理的パラメータ測定値を第１の予め定められた生理的パ
ラメータ閾値と比較して該第１の人が適切に該装置を装着しているかどうか判定してもよ
い。該制御装置がさらに用いられて、該生理的パラメータ測定値に関連する該器具識別子
及び該場所識別子に対応する情報を提供し、該第１の人が該器具を適切に装着していない
と判定される場合に該第１の人を識別して位置を示してもよい。
【００１５】
　該制御装置がさらに用いられて、該生理的パラメータ測定値を第２の予め定められた閾
値と比較して、該第１の人がある健康状態にあるかどうか判定してもよい。該制御装置が
さらに用いられて、該生理的パラメータと関連する該器具識別子及び該場所識別子に対応
する情報を提供し、該第１の人が該健康状態にあると判定される場合に該第１の人を識別
して位置を示してもよい。該第２の予め定められた生理的パラメータ閾値が、該第１の人
に対して個々に予め定められていてもよい。
【００１６】
　該制御装置が用いられて、少なくとも１人の別の人の別のそれぞれの器具から得られる
少なくとも１つの別の記録の時間及び場所識別子に前記第１の記録の時間及び場所識別子
を一致させ、一致する場合に該他の人が該第１の人の物理的近傍にいるということを識別
してもよい。
【００１７】
該生理的パラメータ測定値が調整されて、該生理的パラメータ測定値を第１か第２の生理
的パラメータ閾値のいずれかと比較する前に、該第１の人に対して個々に判定される生理
的パラメータ補正係数を含んでいてもよい。
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【００１８】
　該制御装置が用いられて、該器具を適切に装着していないことかまたは該健康状態にあ
ることのいずれかを第１の人が判定される場合に警告メッセージを生成してもよい。該警
告メッセージは、該ステーション識別子及び該器具識別子に対応する情報を含む。該警告
メッセージは、制御装置が接続可能である通信ネットワークを介して予め定められた受取
人に送信されてもよい。該通信ネットワークは、公共通信ネットワークであってもよい。
【００１９】
　該制御装置がさらに用いられて、該器具識別子及びそれとともに測定された生理的パラ
メータ測定値を送信するように器具に指示してもよい。該制御装置は少なくとも１つの選
択されたアクセスステーションを介して対応する指示を放送することによって器具に指示
してもよい。そして、指示は少なくとも１つの選択されたアクセスステーションのサービ
スエリアの全ての器具によって受信可能である。
【００２０】
　該システムは、該第１の人に取付けられて該第１の人の少なくとも１つの生理的パラメ
ータを観察する少なくとも１つの生理的パラメータ測定器具をさらに含んでもよい。各々
の器具は器具識別子を有して、それがセル内にある場合にセルのそれぞれのアクセスステ
ーションに接続されている。
【００２１】
　本発明の別の態様によれば、生理的パラメータ測定器具が提供される。該器具は、変換
器、送信器及びプロセッサを含む。該プロセッサは該変換器及び該送信器に接続されてい
る。該プロセッサが用いられて、測定値が少なくとも予め定められた閾値から逸脱してい
ると判断される場合に、該変換器を制御して少なくとも間欠的に人の生理的パラメータを
測定し、さらに該送信器を制御して測定された生理的パラメータに対応する測定値を送信
する。
【００２２】
　該器具が、プロセッサに接続された受信器をさらに含み、該プロセッサが受信器を介し
て送信するようにという指示を受信する場合に測定値が同様に送信されてもよい。
【００２３】
　該器具は、第１の部分、第２の部分及び該第１の部分と第２の部分との間で接続される
可撓性中間部分を含む筐体を更に含んでもよい。該器具は人の体温を測定する体温計であ
ってもよい。該プロセッサ、該送信器及び該受信器が該第１の筐体部分に収容され、該変
換器が該第２の筐体部分で支持されてもよい。
【００２４】
　該第１及び第２の部分が互いの方へ屈曲可能であって、衣類の一部に引っかかるU字形
の器具を画定し、該変換器が人の腹部と接触してそこで体温を測定してもよい。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明は、図面を参照してよりよく理解される。
【００２６】
　以下に、本発明の好適な実施例が、建物の中で移動可能である人々の体温を観察するシ
ステムという背景で説明される。しかしながら、本発明は、所定の領域内の一群の人々の
、例えば、脈拍数、呼吸数、血圧及び血糖値などの他の生理的パラメータやまた心電図信
号を観察する他の生理的パラメータ観察システムにおいて使用可能であるということが理
解されるべきである。
【００２７】
　図１は、本発明の１実施例による建物内の一群の人々の体温を常に観察するシステム２
のブロック図である。システム２は遠隔制御装置４及び制御装置４に接続されている多数
のアクセスステーション６を含む。制御装置４は、サーバコンピュータであってもよい。
アクセスステーション６は、専用線ネットワークまたはローカルエリアネットワーク（Ｌ
ＡＮ）を介して制御装置４に接続されていてもよい。ネットワークは、有線ネットワーク
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または無線ネットワークのいずれでもよい。無線ネットワークの例には、ＩＥＥＥ８０２
．１１ｂ仕様書によるネットワークがある。システム２のそれぞれのアクセスステーショ
ン６には、固有のステーション識別子(ＩＤ)がある。
【００２８】
アクセスステーション６は、建物の様々な場所に及ぶように配置される。アクセスステー
ション６は、様々な場所のそれぞれの天井に設置されてもよい。それぞれのアクセスステ
ーション６には動作範囲域があり、サービスエリアまたはセル８を範囲としよって画定す
る。それぞれのアクセスステーション６は、アクセスステーション６がネットワークに接
続することを可能にする第１のインタフェース（図示せず）と、アクセスステーション６
がそのセル８の範囲内にある１つ以上の体温検出器具または体温計１０と通信することを
可能にする第２のインタフェース（図示せず）とを含む。第１のインタフェースは、ネッ
トワーク種別に依存する。第２のインタフェースは、アクセスステーション６が同時に複
数の体温計１０と通信することが可能である無線タイプの通信プロトコルをサポートする
ためであってもよい。通信プロトコルのかかる無線タイプの例は、既存のブルートゥース
（登録商標）、ワイヤレスＬＡＮ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂプロトコルである。
【００２９】
あるいは、振幅変調、周波数変調、位相変調、拡散赤外線信号変調または赤外線信号変調
を用いる自己定義された無線プロトコルもあり得る。例えば、ブルートゥース（登録商標
）プロトコルを用いると、アクセスステーション６は同時に、多くて７台の体温計１０と
通信することができる。かかるプロトコルを用いるアクセスステーション６は、アクセス
ステーション６の周囲に約半径１０メートルのサービスエリア８を有する。ブルートゥー
ス（登録商標）の用語では、アクセスステーション６はマスター装置であり、体温計１０
はスレーブ装置である。
【００３０】
　各々の体温計１０は、送信されるデータとして測定された体温に対応する固有の器具識
別子（ＩＤ）及び測定値を、少なくとも間欠的に送信するかまたは放送することが可能で
ある。アクセスステーション６は、送信されるデータを取り出すか受信し、データにその
ステーションＩＤを追加して制御装置４に転送されるデータパケットを形成することが可
能である。各々のアクセスステーション６及びそのサービスエリア８の範囲内の体温計１
０は、ピコネット（piconet）を形成すると考えられてもよい。体温計１０は、第１のセ
ル８から第２のセル８へと移動する場合に、体温計の送信されるデータが第１のセル８の
アクセスステーション６によって受信され、次に第２のセル８の別のアクセスステーショ
ン６によって受信される。第２のセル８のアクセスステーション６は、次に制御装置４に
別のデータパケットを送出する。このように、人が建物内で動き回るにつれて、体温計１
０の送信を受信するアクセスステーションのステーションＩＤに基づいて、体温計１０の
場所が追跡されてもよい。
【００３１】
　制御装置４において、それぞれの受信データパケットが図２Ａに示したような体温情報
表１２の記録として記憶される。器具ＩＤ、ステーションＩＤ及び体温測定値に加えて、
パケットが受信される時間も記録１４に含まれる。時間には、また、日付が含まれてもよ
い。かかる体温情報表１２が、図２Ａに示されている。体温情報表１２は、制御装置４に
おいて、例えばハードディスク、フロッピー（登録商標）・ディスク、テープなどのいか
なる記憶装置（図示せず）で記憶されてもよい。制御装置４は、ソフトウェアアプリケー
ションを用いてこれらの記録を処理し、分析し、体系化し、示すことが可能である。その
例は後述される。
【００３２】
次に、体温計１０がより詳細に説明される。体温計１０の各々は、図３Ａに示すような温
度センサ２０及びプロセッサ２４に接続されたワイヤレス通信モジュール２２を含む。通
信モジュール２２は、送信器（図示せず）またはトランシーバ（図示せず）を含んでもよ
い。トランシーバは送信器及び受信機を含む。各々の体温計１０も、プロセッサによって
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読み込み可能な器具ＩＤを含む。器具ＩＤは、体温計１０において配線で接続されていて
もよいしまたはその中にプログラムされていてもよい。体温計１０は、ディスプレイ（図
示せず）を含んでいてもよいし含んでいなくてもよい。ディスプレイのない体温計１０は
より小さくて、よって人の体に装着するのにより快適であるだろう。ディスプレイのない
このような体温計に対して、体温測定値は、人によって持ち運ばれるブルートゥース（登
録商標）使用可能な携帯電話またはＰＤＡに送信されてそこで表示してもよい。あるいは
、制御装置４が体温計１０によって送信されるデータパケットを受信するときに、測定値
が制御装置４のディスプレイスクリーン（図示せず）上に単に表示されてもよい。
【００３３】
　温度センサ２０は、対応する電気信号に体温を変換することができる任意の変換器であ
る。かかる変換器の例にはサーミスタアセンブリがある。プロセッサ２４は、電気信号を
体温測定値に変換する関連するソフトウェア（図示せず）を有する内蔵アナログ‐ディジ
タル(Ａ／Ｄ)コンバータを含む。プロセッサ２４の制御または命令の下で、ワイヤレス通
信モジュール２２は、データパケット内の体温測定値及びその器具ＩＤを送信することが
できる。体温計１０は、少なくとも間欠的に体温を測定して、体温測定値を送信する。言
い換えると、断続的な間隔でまたは周期的な間隔で、体温計は連続的にデータを送信する
ことができる。いくつかの実施例では、体温計１０は例えば１０秒毎の周期的に体温を測
定して、体温測定値を送信する。
【００３４】
　図３Ｂは体温計１０の筐体２５の平面図を示す。図３Ｃ及び３Ｄは、体温計１０の筐体
２５の側面図であり、それぞれまっすぐな位置及び曲がった位置で示される。筐体２５は
、プロセッサ２４及びワイヤレス通信モジュール２２を収容する第１の本体部分２６を有
する。筐体２５は、温度センサ２０を支持する第２の測温部分２８有する。測温部分２８
は、可撓性中間部分３０を介して本体部分２６に接続されていて、体温計１０が可撓性中
間部分３０で折れ曲がることを可能にする。可撓性中間の部分３０は、例えば熱可塑性ゴ
ムなどの弾力材であって、測温部分２８が本体部分２６の方へ折れ曲がってＵ字形を形成
することを可能にしてもよい。体温計１０のこの位置において、温度センサ２０は外側へ
面している。
【００３５】
　人の腹部で温度を測定するための用いる間、例えば硬質プラスチックなどの硬質材料で
できているホルダ３２は、体温計１０を支持するために提供される。図３Ｅは、ホルダ３
２の図である。ホルダ３２は、２枚のパネル３６を有するクリップ３４を含む。ポケット
４０を画定して体温計１０の本体部分２６を受ける２つの突出部材３８が、クリップ３４
の１枚のパネル３６上にある。体温計１０が曲げられて、ホルダ３２に置かれる場合に、
所定の位置の温度感知端２８を受けて保持する留め金（図示せず）がクリップのもう１枚
のパネル３６の上にある。クリップ３４が、１着のパンツのウエスト部分に取付けられて
温度センサ２０が人の腹部と接触するようになることが便利である。この位置において、
体温計の本体部分２６が、人から見て外方に向く。
【００３６】
　建物内で一群の人々の動きを追跡して体温を観察する建物内で用いて、発熱などの健康
状態にあることが検出された人の位置を示すようにするシステム２の配置が、図４を用い
て次に説明される。図４は、主手順５０のステップからなるフローチャートを示す。主手
順５０は「開始」ステップ５２において開始され、「領域を分割する」ステップ５４へ進
む。そこで、アクセスステーション６が建物の様々な場所に配置される。セル８を画定す
るそれぞれのアクセスステーション６を用いて、このような配置が識別可能なセル８に建
物を分割することに役立つ。オペレータは、それぞれのアクセスステーション６が図２Ｂ
に示すようなステーション場所表５８内の記録５６として配置される場所に入る。各々の
記録５６は、このようにステーションＩＤフィールド及び場所フィールドの２つのフィー
ルドを含む。アクセスステーション６のステーションＩＤは、セル８の場所ＩＤとして役
立つ。



(10) JP 5289677 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

【００３７】
　主手順５０が次に「体温計を支給する」ステップ６０へ進み、そこで建物の入口に到着
している各々の人が体温計１０を提供されるかまたは支給される。器具ＩＤ、体温計１０
を支給された人の名前及び接触の詳細が、図２Ｃに示す氏名表６４に記録６２として入力
される。この氏名表６４の各々の記録６２は、従って、器具ＩＤフィールド、氏名フィー
ルド及び接触詳細フィールドを含む。人は、体温が体温計１０を用いて少なくとも間欠的
に測られるように、支給された体温計１０を装着させられる。
【００３８】
　主手順５０は次に「体温を測って送信する」ステップ６６へ進む。そこで、体温計１０
は少なくとも間欠的にその人の体温を測定して、その器具ＩＤとともに体温に対応する測
定値を送信する。
【００３９】
　体温計１０を装着している人が入口に隣接してセル８に入ると、主手順５０は次に「受
信し転送する」ステップ６８へ進む。セル８を範囲とするアクセスステーション６は、体
温計１０の送信データを受信する。上記したように、次にアクセスステーション６は、制
御装置４にデータパケットにおいてその位置ＩＤとともにデータを転送する。このような
方法で、読出及び器具ＩＤは位置ＩＤと関連づけられる。
【００４０】
　制御装置４がアクセスステーション６によって転送されたデータパケットを受信すると
、主手順５０は次に「情報を処理する」ステップ７０へ進む。データパケットで得られる
情報を用いて、制御装置４がセルレベルで建物内でその人の位置を知ることができる。
【００４１】
　制御装置４において情報が処理される方法の詳細が次に説明される。「情報を処理する
」ステップ７０に入るとすぐ主手順５０は、「体温測定値が低い？」判定ステップ７２に
進む。そこで制御装置４は、データパケットの体温測定値が低閾値未満であるかどうかに
ついて判定する。体温測定値が低閾値未満であると判定される場合、主手順５０は「警告
メッセージを生成する」ステップ７４へ進む。そこで、制御装置４は様々な表１２、５８
、６４から集められる情報に基づいて、第１の警告メッセージを生成する。制御装置４は
、制御装置４のディスプレイスクリーン上に第１の警告メッセージを表示する。制御装置
４は、また、例えば公衆ページングまたは移動通信ネットワーク（図示せず）などの通信
ネットワークを介して、例えばオペレータなどの選択された受取人に、第１の警告メッセ
ージを送出してもよい。
【００４２】
　「体温測定値が低い？」判定ステップ７２が用いられて、体温計１０が適切に人に装着
されているかどうか検出してもよい。この場合、低閾値が、例えば３６．５から３７．２
℃の平熱の範囲より低い３２℃の体温に設定されてもよい。体温計１０が適切に装着され
ていないかまたは人から取り除かれるようになる場合に、体温測定値が低閾値未満になる
だろう。このような状態に対して、第１の警告メッセージが、例えば、「使用法の警告：
Ａ氏の体温は、２００３年４月２日、午後１：２５に３１．９℃である。彼は会議室Ｂに
いる。」であってもよい。または、単に「使用法の警告：会議室ＢにいるＡ氏は適切に自
分の体温計を装着していないかもしれない。」であってもよい。かかるメッセージを受信
するオペレータは、次にＡ氏に接近して、彼が自分の体温計を適切に装着していることを
調べて確実にしてもよい。主手順５０は次に、すぐに説明する「記録を入力する」ステッ
プ７６に進む。
【００４３】
　「体温測定値が低い？」判定ステップ７２で、体温測定値が閾値未満でないと判定され
る場合、主手順５０は「体温測定値が高い？」判定ステップ７８に進む。そこで制御装置
４が体温計１０を高閾値と比較して、体温測定値が高閾値より上かどうかを判定する。高
閾値は、３８℃に設定されてもよい。体温測定値が高閾値値を上回ると判定される場合、
主手順５０は再び「警告メッセージを生成する」ステップ７４に進む。ステップ７４では
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、制御装置４が、セル８が建物の入口に隣接しているということをステーションＩＤから
認識して、入り口に駐在している保安要員に第２の警告メッセージを送出して、体温計１
０を装着している人が許容可能体温より高い体温を有しているということを示す。この第
２の警告メッセージは、「入館を拒否する：Ａ氏は３８．５℃の体温を有している」であ
ってもよい。保安要員は、例えば医者によってより完全に診察されるべき人に対して、離
れてその人に付き添うことによって第２の警告メッセージに応答してもよい。
【００４４】
　体温計１０の体温測定値が高い閾値と等しいかそれより低いということが「体温測定値
が高い？」判定ステップ７８において判定される場合、制御装置４は警備員に警告メッセ
ージを送出しない。主手順５０は次に「記録を入力する」ステップ７６へ進む。そこで、
制御装置４は受信したデータパケットから体温情報表１２の記録を生成する。制御装置４
は、データパケットの制御装置４による受信時間を用いて記録の時間フィールドを更新し
て、時間を記録１４の他のフィールドと関連させる。即ち、体温情報表の各々の記録は、
器具ＩＤ、体温測定値、ステーションＩＤ及び時間情報を含む。このようにして、制御装
置４は記録内でデータパケットを捕捉する。
【００４５】
　ステップ７２、７８によって判定されるように、第２の警告メッセージが入口で保安要
員によって受信されない場合、人は建物に入って、移動することが許される。体温計１０
は、少なくとも間欠的に体温測定値及びその器具ＩＤを送信する。アクセスステーション
６のうちの１つによって受信される体温計１０のそれぞれの送信に対して、主手順５０は
、「測って送信する」ステップ６６、「受信して転送する」ステップ６８及び「情報を処
理する」ステップ７０をループする。時間とともに、制御装置４は各々の体温計１０に対
して体温情報表１２内に多数の記録を生成する。このようにしてこれらの記録が中心位置
で利用できる。
【００４６】
　建物内の会議室Ｂへ移動している人の１つのシナリオを次に説明する。会議室Ｂにいる
間に人の体温が３８．１℃に上昇するということを想定せよ。会議室Ｂを範囲とするアク
セスステーション６が、上記したように人の体温計１０の温度測定値及び器具ＩＤを受信
して制御装置４にそれを転送する。制御装置４は、その人の体温が「体温測定値が高い？
」判定ステップ７８における高閾値より上にあることを検出する。次に、制御装置４は、
表１２、５８、６４から得られるデータから、例えば「発熱警告：Ａ氏は２００３年４月
2日、午後１：２５に体温が３８．１℃である。彼は会議室Ｂにいる。」などの第３の警
告メッセージを生成する。第１の警告メッセージと同様に、第３の警告メッセージがディ
スプレイスクリーンに表示され、かつ／またはオペレータに送出されてもよい。この第３
の警告メッセージを受信するとすぐオペレータは、保安要員またはヘルスケア要員が会議
室Bを行くように知らせて指定エリアまでＡ氏に付き添って、彼を隔離してもよい。この
ように、熱のある人が識別されて位置が示されてもよい。
【００４７】
　「記録を入力する」ステップ７６の後に、主手順５０は、「接触探知が起動される？」
判定ステップ８０に進み、そこで制御装置４は、オペレータが接触探知アプリケーション
または機能を開始したかどうかについて判定する。制御装置４によって受信された体温計
測定値が高閾値を上回ったとみなされる場合に、この接触探知アプリケーションが自動的
に起動されてもよい。あるいは、オペレータが選択した記録について機能を起動してもよ
い。接触探知機能が起動されるとこのステップ８０において判定される場合、主手順５０
は「接触探知を実施する」ステップ８２へ進む。そこで、制御装置８は図５で示すような
接触探知手順８４に従って接触探知を実施する。
【００４８】
　接触探知手順８４が、次に図５を用いて説明される。接触探知手順８４は「開始」ステ
ップ８６で開始される。そこで、制御装置４は、ある期間にわたって集められた体温情報
表１２の中の記録を抽出する。期間は、過去１０日であってもよい。接触探知手順８４は
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次に「記録を読み込む」ステップ８８へ進む。そこで、制御装置４が抽出された記録から
１つの記録を読み込む。接触探知手順８４は、次に「ＩＤが一致する？」判定ステップ９
０へ進む。そこで、制御装置４は、読み込まれた記録の器具ＩＤが選択された記録の器具
ＩＤに等しいかどうかについて判定する。２つ記録のＩＤが一致すると判定される場合、
接触探知手順８４は「追加の記録が利用可能？」判定ステップ９２へ進む。「ＩＤが一致
する？」判定ステップ９０において、読み込まれた記録の器具ＩＤが選択された記録の器
具ＩＤと等しくないと判定される場合、接触探知手順８４は「近くのＩＤ？」判定ステッ
プ９４に進む。そこで制御装置４は、読み込まれた記録の器具ＩＤを有する体温計１０が
または選択された記録の器具ＩＤを有する体温計１０の付近または物理的近接にあるかど
うかを判定する。１実施例において、読み込まれた記録が同じステーションＩＤ及び選択
された記録とほぼ同じ時間である場合に、読み込まれた記録の器具ＩＤを有する体温計１
０が選択された記録内の器具ＩＤを有する体温計１０の付近にあると考えられる。もう１
つの実施例では、読み込まれた記録が同じ位置ＩＤ及び選択された記録と同じ器具ＩＤを
有するすべての抽出された記録のいずれか１つとほぼ同じ時間を有する場合に、読み込ま
れた記録の器具ＩＤを有する体温計１０が、選択された記録の器具ＩＤを有する体温計１
０の付近にあると考えられる。
【００４９】
　この「近くのＩＤ？」判定ステップ９４では、読み込まれた記録が得られる体温計１０
は選択された記録の器具ＩＤを有する体温計１０の物理的近傍にないということが判定さ
れる場合、接触探知シークエンス８４は「追加の記録が利用可能？」判定ステップ９２に
進む。２台の体温計が同じ近傍にあったと判定される場合、接触探知手順８４は「記録を
つける」ステップ９６に進む。そこで、制御装置４は接触探知表（図示せず）に読み込ま
れた記録をつける。接触探知手順８４は、次に、「追加の記録が利用可能？」判定ステッ
プ９２に進む。そこで制御装置４は、抽出された記録の中に読み込まれるべき更なる記録
がまだあるかどうかを判定する。処理されるべき追加の記録があると判定される場合、接
触探知手順８４は「記録を読み出す」ステップ８８に戻る。一方、接触探知手順８４は、
「終了」ステップ９８で終わる。
【００５０】
　制御装置４は、接触記録表の中の記録、より具体的には記録の中の器具ＩＤを用いて、
氏名表６４にアクセスして接触探知リスト（図示せず）を生成する。選択された記録が、
上記で説明した第３の警告メッセージの生成を生じさせるように処理されるものである場
合に、接触探知リストはまたディスプレイスクリーン上で、「探知された接触：Ｃ氏が２
００３年４月2日午後１：２５に会議室ＢにてＡ氏と一緒だった」などのメッセージとし
て表示されてもよい。メッセージを読むオペレータは、次にそれに応じて、隔離命令でそ
の氏名が接触探知リストに現れる人々に接触するかまたは扱うように行動してもよい。
【００５１】
　上記のシステム２では、体温計１０がアクセスステーション６によって取得されるデー
タが間欠的にまたは周期的に送信されることが説明されている。特に無線周波数伝送を含
んでいるかかる断続的または周期的なデータ送信は、有効な電池を消費して短期間で電池
を使い果たすかもしれない。従って、体温計１０によってかかる送信数を最小にして電池
を節約することが望ましい。
【００５２】
　送信数を最小にする１つの方法が、それぞれ制御装置４及び体温計１０において実施さ
れる主手順１１０及び従属手順１１２を示す、図６Ａ及び６Ｂのフローチャートを用いて
説明される。
【００５３】
　体温計１０の従属手順１１２は、体温測定値が取得される「開始」ステップ１１４にお
いて開始される。次に従属手順１１２は、「測定値を送信する？」判定ステップ１１６へ
進む。そこでプロセッサ２４が、制御装置４からの測定値送信指示が体温計１０によって
前に受信されているかどうかについて判定する。測定値送信指示が受信されていると判定
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される場合、従属手順１１２は「データを送信する」ステップ１１８へ進み、そこで、体
温計１０が上記に説明したようにデータを送信する。
【００５４】
　しかしながら、測定値送信指示が受信されていないと判定される場合、従属手順１１２
は、「体温測値が高い？」判定ステップ１２０へ進む。そこでプロセッサ２４が体温測定
値を送信閾値と比較する。体温測定値が送信閾値を上回ると判定される場合、従属手順は
「データを送信する」ステップ１１８へ進み、上記の通りにデータを送信する。「データ
を送信する」ステップ１１８の後に、従属手順１１２は、「終了」ステップ１２２で終了
する。体温測定値が送信閾値と等しいかまたはそれより低いと判定される場合、従属手順
１１２は任意のデータを送信している体温計１０を用いずに「終了」ステップ１２２へ進
む。かかる一連の動作を用いて、人が熱を出す疑いがある、即ち熱がある場合にだけ、体
温計１０はデータを送信する。送信閾値は高閾値に等しいかまたはそれ未満であるように
設定されてもよい。簡単にするために、送信閾値を、全ての人々に対して固定値に設定し
てもよい。例えば、高閾値が３８℃に設定される場合、送信閾値は３７．５℃に設定され
てもよい。
【００５５】
　制御装置４の対応する主手順１１０が次に説明される。主手順は「開始」ステップ１２
４において開始される。そこで、制御装置４が上記の通りにアクセスステーション６から
体温測定値、器具ＩＤ及びステーションＩＤを受信する。次に主手順１１０は、「体温測
定値が高い？」ステップ１２６へ進む。そこで制御装置４は、体温測定値を送信閾値と比
較する。体温測定値が送信測定値を上回らないと判定される場合、主手順１１０は「終了
」ステップ１２８で終了する。
【００５６】
　しかしながら、「体温測定値が高い？」判定ステップ１２６において、体温測定値が送
信閾値を越えると判定される場合、主手順１１０は「測定値送信指示を出す」ステップ１
３０に進む。そこで制御装置４は、体温測定値が受信されるアクセスステーション６に、
そのセル８において体温計１０によって受信可能である測定値送信指示を放送する。ある
いは、制御装置４は、他のアクセスステーション６または全てのアクセスステーション６
に測定値送信指示を送信するように指示してもよい。主手順１１０は、次に終了ステップ
１２８へ進む。このように、セル８にある体温計１０が、送信測定値指示を受信してデー
タを送信することが可能である。
【００５７】
　次にシナリオを説明して、主手順１１０及び従属手順１１２の動作を詳述する。Ａ氏が
会議室ＢでＸ氏、Ｙさん及びＺ氏と一緒にいると仮定する。午後１時に、彼らの体温はす
べて、３７．５℃に設定された送信閾値より低い。従って、会議室Ｂの彼らの体温計１０
及びアクセスステーション６は、いかなるデータも送信しない。次に午後１：２５に、Ａ
氏の体温が３７．５℃の送信閾値より高い３７．６℃であると彼の体温計１０で検出され
る。Ａ氏の体温計１０はそのとき従属手順１１２に従って、体温測定値及びその器具ＩＤ
を含むデータを送信する。アクセスステーション６は、上記の通りに送信を取り出して制
御装置４にステーションＩＤとともに送信データを転送する。主手順１１０に従って、制
御装置４は、Ａ氏の体温が送信閾値より上であることを検出して、会議室Ｂを範囲とする
１つ以上のアクセスステーション６に測定値送信指示を送出する。会議室ＢにいるＸ氏、
Ｙさん及びＺ氏の体温計１０が測定値送信指示を受信して、それらはそれぞれの体温測定
値及び器具ＩＤを送信し始める。１つ以上のアクセスステーション６がこれらの送信を受
信して、制御装置４に転送する。これら送信データを用いて、制御装置４は、Ａ氏の体温
が送信閾値を超えると検出されたときに、Ａ氏の付近または物理的近傍に誰がいるかを示
すデータを捕捉することができる。
【００５８】
　システム２が単に、熱を出すと疑われる、即ち熱があるか、または、適切に自分の体温
計１０を装着していない人の位置を示す場合、上記に説明した主手順１１０及び従属手順
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１１２は必要ではない。かかる場合、体温測定値を得た後で体温計がそれをＴＨ１閾値及
びＴＨ２閾値と比較する。体温測定値がＴＨ１閾値より高いかまたはＴＨ２閾値未満であ
ると判定される場合、体温計１０がデータを送信して制御装置４が待機態勢を取る。一方
、体温計１０はいかなるデータも送信しない。ＴＨ１閾値は３８℃の高閾値と同じであっ
てもよいし、ＴＨ２閾値は３２℃の低閾値と同じであってもよい。
【００５９】
上記のシステム２の別の態様は改良されていてもよい。この態様は人の腹部から得る体温
測定値の精度に関する。口腔で、即ち人の舌下に体温計１０の測温端部２８を置くことに
よって測定される体温が、人の中核体温の合理的に正確な指標を与えるということは公知
である。しかしながら、口腔方法は連続的な体温観察に適当でない。なんとなれば、長い
期間口の中に体温計１０を入れさせることは不快であり不便であるからである。例えば腋
の下、腹部または手首などの、連続的な体温観察についてより快適であり便利である人体
の特定部位がある。しかしながら、これらの体の部分からの測定は、通常、中核体温を反
映する測定値を与えない。これらの部分から測定される体温は、口腔から測定される体温
よりかなり低い（例えば、０．５から３℃）かもしれない。１つの常套手段は、体の一部
から得られる測定された体温に、人口から得る平均値である補正係数を加えることである
。例えば、０．５℃の補正係数が３６．５℃の腋の下で測定された体温に加えられて、実
際の中核体温により近い３７℃の体温測定値を与えてもよい。腋の下及び口腔で測られる
体温の差が人と人とで変化するので、単一の共通補正係数を用いることによって中核体温
の正確な判定が生じないかもしれない。よって、各個人に対して体温補正係数を判定する
ことが望ましい。
【００６０】
図７は、人に支給された体温計１０における使用についての補正係数を得る較正手順１３
２のフローチャートを示す。較正手順１３２は、例えば体温計１０のボタン（図示せず）
を押している人によって体温計１０の較正モードが起動されると、「開始」ステップ１３
４において開始される。較正手順１３２は次に、「口腔体温を測る」ステップ１３６へ進
む。そこで、体温計１０は、測られるべき口腔体温のために自分の口の舌下に体温計１０
を置くように指示する。指示は、点等されたＬＥＤ（図示せず）の形であってもよい。体
温計１０が可聴式または可視のいずれかの警告信号を生成して、口腔体温が測られること
を示し、測られるべき腹部体温ついて自分の腹部に体温計１０を置くように人に促しても
よい。次に人はホルダ３２へ体温計１０を入れて、上記の通りにホルダ３２を自分のパン
ツにとめる。この点で、較正手順１３２は、「腹部体温を測る」ステップ１３８へ進み、
そこで、体温計１０は腹部体温を測定する。次に較正手順１３２は、「補正係数を計算す
る」ステップ１４０へ進み、そこで、体温計１０は口腔体温及び腹部体温に基づいて補正
係数を計算する。補正係数は、単に口腔温度と腹部温度との差であってもよい。補正係数
は、体温計１０に記憶される。
【００６１】
較正手順１３２は「終了」ステップ１４２で終了し、そこで、体温計１０は較正モードを
終了して、体温観察モードへ切り替わる。体温観察モードにおいて、体温測定値を得た後
で体温計１０が、それを送信する前に補正係数を例えば加えることによってなどの含むこ
とによってそれを調整する。このように、送信される調整された体温測定値は、人の中核
体温により近い。人が建物の入口で体温計１０を支給されるときに、または人が最初に熱
がないと判定された後に建物内への入館を許可されるときに、かかる較正手順１３２が実
施されてもよい。
【００６２】
　システム２の更なる態様は、改良されてもよい。この更なる態様は、人に熱があるかど
うかを判定するために用いられる高閾値に関係する。システム２が上記に説明されて、全
ての人々に対する単一の共通の高閾値を有する。平熱が人と人とで異なるので、各個々人
に対して高閾値を判定することが望ましいかもしれない。
【００６３】
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　人の高閾値を判定する１つの方法は、その人の最近得られた体温測定値を用いている高
閾値を統計学的に計算することによってである。これらの最も最近測定された体温測定値
が体温計１０または制御装置４のいずれかに記憶されてもよい。
【００６４】
　人に対する高い閾値を統計学的に計算する体温計１０において閾値判定手順１５０が、
図８を用いて次に説明される。閾値判定手順１５０は、「開始」ステップ１５２において
開始される。そのとき、人は体温計１０上のボタン（図示せず）を押して、次に体温計１
０を装着する。方法は「周期的測定」ステップ１５４へ進み、そこで、例えば１０秒毎と
いった周期的に、体温計１０が人の体温測定値を測って記憶する。次に手順１５０は、「
十分なデータが収集された？」判定ステップ１５６へ進む。そこで体温計１０は、体温測
定値数が予め定められた数に達したかどうかを判定する。ステップ１５６において、体温
測定値数が予め定められた数より少ないと判定される場合、手順１５０は、測られた測定
値数が、例えば１００の測定値などの予め定められた数に達するのを待っている「十分な
データが収集された？」判定ステップ１５６の周りをループする。測定値数が予め定めら
れた数に達すると、手順１５０は「十分なデータが収集された？」判定ステップ１５６を
終了して、「高閾値を計算する」ステップ１５８へ進む。このステップ１５８では、体温
計１０のプロセッサ２４が次の式を用いて人の高閾値を計算してもよい。
【００６５】
　　　　　　　　　　　　　　　高閾値＝μ＋ｋσ
ここで、μは平均値であり、σは測定値の予め定められた数の標準偏差であり、ｋは正の
数である。
【００６６】
　収集された体温測定値は通常分布していて、ｋ＝３である場合、体温測定値の９９．９
％は次に上記の式によって計算される高い閾値より低いだろう。
【００６７】
　あるいは、高閾値が単に体温測定値の最大値の合計であって例えば０．５℃のマージン
値であるように設定されてもよい。例として、体温測定値の予め定められた数の最大値は
３７．５℃であり、得られる高閾値は３８℃になる。単一の体温測定値が同様に用いられ
て高閾値を判定してもよい。
【００６８】
　高閾値はオペレータによって制御装置４に入力されてもよいし、または、指定されたデ
ータパケットを用いてアクセスステーション６を介して制御装置４に送信されてもよい。
制御装置４が体温計１０からかかる高閾値を受け取る場合、制御装置４が、主手順５０の
「体温測定値が高い？」判定ステップ７８におけるさらなる比較のためにこの高閾値を用
いる。そうでなければ、制御装置４は、制御装置４において利用できる既定値の共通の高
閾値を単に用いる。閾値判定シーケンス１５０は、終了ステップ１６０で終わる。
【００６９】
　説明したばかりの高閾値を判定する方法が、例えば低閾値、送信閾値、ＴＨ１及びＴＨ
２閾値などの、他の上記した閾値を判定するために同様に適用可能であるということに注
意が必要である。
【００７０】
　高閾値を判定する方法が体温計１０の代わりに制御装置４で実施されてもよいとういこ
とにも注意されるべきである。このような場合に、高閾値は、その測定値が制御装置４に
よって捕捉される全ての体温計１０から受信される体温測定値に基づいて判定される単一
の共通の高閾値であってもよい。
【００７１】
　本発明は上記した実施例において実施されるように説明されるが、このように制限され
て解釈されるべきでない。例えば、システムが多数のアクセスステーション６を含むこと
は必要でない。単一のアクセスステーション６だけを含むシステムも同様に機能する。こ
のような場合、アクセスステーション６は、制御装置４と統合されてもよい。即ち、アク
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セスステーション６は、物理的な通信リンクを介してよりはむしろ内部バスを介して制御
装置４と通信する。かかるシステムは、例えば建物、局、病院への入口、並びに空港の出
入国管理チェックポイントまたは国境検問所などで配備されてもよい。そのように配備さ
れる場合、システムは人々の位置を探知するよりはむしろこれらのチェックポイントを通
過する人々の体温を単に「走査する」ために用いられる。これらのチェックポイントのう
ちの１つを通過する人は、上記したような体温計を用いて自分の体温を測られることが要
求される。体温計の測定値は、アクセスステーションに送信される。制御装置は、アクセ
スステーションを介して体温測定値を順番に受信する。測定値が予め定められた高閾値よ
り上にあると制御装置によって判定される場合、人は入国を拒否されて、例えばその人を
医者に診察させて隔離下におくといった治療上の措置がとられてもよい。
【００７２】
別の実施例として、家庭で用いるためのシステムが、制御装置としてブルートゥース（登
録商標）を利用可能な携帯電話またはパーソナルデジタル携帯情報機器（ＰＤＡ）を含ん
でもよい。このような場合には、ブルートゥース（登録商標）・リピータがアクセスステ
ーションとしてもちいられてもよい。ブルートゥース（登録商標）・リピータは、ブルー
トゥース（登録商標）・リピータが受信する信号を単に再送する器具である。かかるシス
テムの体温計は、ブルートゥース（登録商標）トランシーバを含む。
【００７３】
　また別の例として、体温計が、体温計について起動されてもよい非常ボタンを更に含み
、体温計の器具ＩＤを含む医学的注意に対する非常事態要請を送信してもよい。体温計の
近くのアクセスステーションは、送信された非常事態要請を受信して制御装置にそのステ
ーションＩＤと共にそれを転送する。制御装置は非常事態要請を受信するとすぐ、ディス
プレイスクリーン上にメッセージを表示する。メッセージは、「警告：会議室ＢにいるＡ
氏は、即座の配慮が必要である。２００３年４月２日、午後１：２５にメッセージが記録
された。」であってもよい。そのときオペレータは、ヘルスケア要員を直ちに召集してＡ
氏の世話をさせることができる。
【００７４】
　また別の実施例として、体温計が、固有の器具ＩＤを含み、セキュリティアクセス器具
としても倍加する。例えば、体温計を携帯する人が保安エリアへの入口に近づくと、入口
のアクセスステーションが器具ＩＤを認証し、よってその人に接近を許すかまたは許さな
い。
【００７５】
さらにまた別の例として、領域をセルへ分割することは、建物のいくつかの場所の各々に
送信器を配置することを含んでもよい。各々の送信器が用いられてビーコンとしてそれぞ
れの場所識別子を送信する。各々の器具がある場所へと移動するときに、器具は送信され
た場所識別子を受信して、測定値及び器具を用いて測定値が得られる時間をそれに関連さ
せることができる。測定値が得られるたびに、関連する測定値、時間及び場所識別子が器
具によって遠隔場所に送信されてもよい。あるいは、器具識別子とともに、関連する測定
値、時間及び場所識別子が、器具に記憶されて後の時間に遠隔位置でアップロードされて
もよい。後者の実施は、ある健康状態にある人の即時の検出、識別及び場所を示すことを
可能しないにもかかわらず、集められて器具に記憶されたデータは、人が該健康状態を有
しているまさにそのときにその人の物理的近接にいた人々がその後識別されることを可能
にする。データはまた、人が該健康状態を有しているとその後検出される前のある選択さ
れた期間その人と物理的近傍にいた人々を識別するために用いられてもよい。場所識別子
は、また、建物の各々の場所でタグに記録される情報であってもよい。かかる場合におい
て、体温計はタグを読むために用いられてもよい。体温計が上記したようなセキュリティ
アクセス器具として用いられる場合、それが各々の場所に接近するために用いられると、
場所識別子が体温計に送信されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
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【図１】本発明の実施例による、少なくとも１人の人の少なくとも１つの生理的パラメー
タ及びある領域内での動きを捕捉し、制御装置に接続された多数のアクセスステーション
を含んでいるシステムの概略図である。
【図２Ａ】図１の制御装置に記憶される記録表を示す図である。
【図２Ｂ】図１の制御装置に記憶される別の記録表を示す図である。
【図２Ｃ】図１の制御装置に記憶されるまた別の記録表を示す図である。
【図３Ａ】図１のアクセスステーションがそのデータ送信を受信することができる体温計
のブロック図を示す概略図である。
【図３Ｂ】図３Ａの体温計用筐体の平面図を示す図である。
【図３Ｃ】図３Ａの筐体の側面図を示す図である。
【図３Ｄ】図３Ａの筐体の別の側面図を示す図である。
【図３Ｅ】図３Ｂ、３Ｃ及び３Ｄに示される体温計用ホルダの等角投影図である。
【図４】図１のシステムを作動するステップの主手順を示すフローチャートである。
【図５】図１の制御装置において実施する接触探知手順を示すフローチャートである。
【図６Ａ】体温計のデータ送信を減らすために制御装置において実施される手順示すフロ
ーチャートである。
【図６Ｂ】体温計のデータ送信を減らすために体温計において実行される手順を示すフロ
ーチャートである。
【図７】体温補正係数を判定する手順を示すフローチャートである。
【図８】ある人についての個々の閾値を判定する手順を示すフローチャートである。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図３Ａ】
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个仪器标识符相关联。相关信息存储在远程位置。还公开了一种系统和
生理参数仪器。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0b6d8f0c-d4b9-4c81-8d07-d90c048328e8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034075275/publication/JP5289677B2?q=JP5289677B2

